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解 説

以下で、日本における安全運動の先駆者の一一人である蒲生俊文(1883～

1966年)の 履歴書3通 および辞令44通 を紹介する。蒲生俊文については別

稿1に 譲 り、ここでは、以下で紹介する履歴書および辞令の意義 と資料の

概要について説明 しておきたい。

まず、蒲生が安全運動 とくに戦前期 に大きな足跡を残 したにも

かかわ らず、今日、忘れ られた存在となっている一つの理由は、人名事典

に登載されていないことにある2。そ して、この背景に、蒲生が関わった団

体の関係者には知 られてはいても3、社会一般には、よく知られていないと

いう事情があるように思われる。ここで紹介する蒲生の履歴書と辞令は、

他の文献や資料では知 りえない貴重な内容を含んでおり、蒲生の生涯を正

確に辿るための一一次資料としての意義がある。それは、蒲生の活動を振 り

返れば容易にわかるように、彼が取 り組んだ安全運動だけでな く、安全運
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動の拠点となった関連団体 とくに、安全第一一協会、産業福利協会、協

調会、大日本産業報国会 の研究にとっても有益な資料である。

次に、履歴書と辞令の概要について解説 しておこう。

履歴書3通 については、その概要を下の表1に 示 しているが、「大正十年

九月」の日付のもの、日付はな く社会局の履歴用紙に書かれたもの、そし

て 「昭和三十三年九月三日」の日付のものがある。ここでは、これ らの履

歴書を、それぞれ大正履歴書、社会局履歴書、および昭和履歴書と呼んで

おく。3通 とも加筆修正箇所があるため、すべて下書きである。清書され

た履歴書は当然なが ら提出先にあり、手元には残っていない。

大正履歴書は 「大正十年九月」作成と記され、日付の記載はない。当時、

蒲生は東京電気株式会社に勤務する傍 ら、民間の安全運動団体の中心的存

在として活躍 していた4。その後、「大正十年三月一 日」に協調会の事務を

嘱託され(資 料2の 辞令22参 照)、 また関東大震災後の 「大正十二年十月

五 日」に帝都復興院に職を得ているが(資 料2の 辞令24参 照)、両方 とも

時期的に大正履歴書との関連は考え られない。この時期に履歴書が必要と

される可能性が最も高いのは、1922年(大 正11年)4月 か ら明治大学で教

鞭を執 り始めることであろう。つまり、この履歴書は大学か ら講師(非 常

勤)と して採用されるに当たって提出を求められたと思われる。なお、履

歴書の末尾に教職暦があるが、それは、のちに書き加えられたものである。

社会局履歴書については、作成者の記載が欠落 していること、大正履歴

書 と筆跡が異なること、修正の指示が多数みられることなどか ら判断 し

て、蒲生の自筆履歴書を(お そらく社会局の人事担当者が)書 き写 したも

のと思われる。また、作成の日付は欠落 しているが、履歴の最終事項が大

正 「十三年三月十日」に社会局第一一部 「監督課勤務ヲ命ス」と記載されて

いるので、当時、社会局の嘱託(資 料2の 辞令28参 照)で あった蒲生が、

翌年1925年(大 正14年)11月 に発足する社会局の外郭団体 ・産業福利協会5
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に採用 される際に(資 料2の 辞令29参 照)、 提出を求められた ものであろ

う。 したがって、そこか ら作成の時期を推定すれば、1924年(大 正13年)

3月 か ら1925年11月 の間ということになる。なお、この履歴書には多数の

修正の指示や訂正箇所が見 られるが、それは社会局の指示であろう。

昭和履歴書は 「昭和三十三年九月三日」に作成されたもので、安全運動

に関する記述が詳 しく書かれていることを踏まえれば、1959年(昭 和34年)

4月 に設置される産業災害防止対策審議会の委員就任、あるいは、それに

先立って1958年9月20日 に発足 した臨時産業災害防止懇談会の委員就任に

際 して提出を求められた履歴書の可能性が高い。ここでは時期的に近接 し

ている後者を挙げておく6。

表1履 歴書3通 の概要

大正履歴書

社会局履歴書

昭和履歴書

作成時期

1921年9月

1924年3月 ～1925年11月(推 定)

1958年9月3日

提 出先(推 定)

明治大学

産業福利協会

臨時産業災害防止懇談会

また、辞令44通 については、その概要を表2に 示 したが、1908年(明 治

41年)か ら1963年(昭 和38年)ま での時期にわたり、東京市3通 、統監府

3通 、大蔵省2通 、度支部(大 韓帝国政府)1通 、東京電気15通 、協調会

9通 、帝都復興院2通 、社会局(内 務省)1通 、産業福利協会4通 、大日

本産業報国会3通 、総理府1通 を含んでいる。これ らの辞令は、履歴書に

反映されているものも含まれているが、そうでないものもあり、履歴書の

内容を補足 し、かつそれを正確に裏付ける貴重な資料といえる。
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表2辞 令44通 の概要

辞令1

辞令2

辞令3

辞令4

辞令5

辞令6

辞令7

辞令8

辞令9

辞令10

辞令11

辞令12

辞令13

辞令14

辞令15

辞令16

辞令17

辞令18

辞令19

辞令20

辞令21

辞令22

辞令23

辞令24

辞令25

辞令26

辞令27

辞令28

辞令29

辞令30

辞令31

日 付

1908年3月2日

1908年3月2日

1908年3月13日

1908年3月13日

1908年3月13日

1908年3月13日

1908年3月28日

1908年4月11日

1908年5月18日

1911年12月23日

1911年12月23日

1913年2月12日

1913年8月1日

1913年12月1日

1914年10月16日

1914年10月16日

1914年10月16日

1915年12月1日

1917年12月1日

1918年12月1日

1918年12月1日

1921年3月1日

1921年9月1日

1923年10月5日

1923年11月30日

1923日12月1日

1924年2月23日

1924年3月10日

1925年11月26日

1927年3月31日

1927年5月4日

発令機関

東京市参事会

東京市役所

統監府

統監府

大蔵省

副統監(統 監代理)

東京市参事会

大蔵省

度支部

東京電気株式会社

東京電気株式会社

東京電気株式会社

東京電気株式会社

東京電気株式会社

東京電気株式会社

東京電気株式会社

東京電気株式会社

東京電気株式会社

東京電気株式会社

東京電気株式会社

東京電気株式会社

財団法人協調会

東京電気株式会社

帝都復興院

東京電気株式会社

東京電気株式会社

帝都復興院

社会局

産業福利協会会長

産業福利協会

産業福利協会会長
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辞令32

辞令33

辞令34

辞令35

辞令36

辞令37

辞令38

辞令39

辞令40

辞令41

辞令42

辞令43

辞令44

1930年12月18日

1936年3月31日

1936年3月31日

1936年7月10日

1936年10月1日

1937年3月31日

1937年4月30日

1937年4月30日

1937年4月30日

1941年3月31日

1941年9月4日

1941年12月6日

1963年6月14日

財団法人産業福利協会7

財団法人協調会

財団法人協調会

財団法人協調会

財団法人協調会

財団法人協調会

財団法人協調会会長

財団法人協調会会長

財団法人協調会

大日本産業報国会長

大日本産業報国会長

大日本産業報国会長

総理府(内 閣総理大臣)

なお、これ らの履歴書および辞令は、蒲生俊文が住んでいた自宅に保管

され て い た もの で あ る。

注

1堀 口良一 「蒲生俊文 と安全運動」、近畿大学法学会 『近畿大学法 学」第49巻 第

2・3号 、2002年 。

2た だ し、戦前 に出版 された人名事典 には登載 されてい る。 たとえば、「知 名

の人士 を網羅」 した とい う 「大衆人事 録 東京篇 第十 四版」(帝 国秘密探 偵

社、1942年)に は次の ように記載 されて いる。「蒲生俊文 協調会常務理事 産

業福利部長 杉並 区馬橋 一 ノ九 電 中野 六二二二 【閲歴】 岐阜県俊孝長 男明

治十六 年四月九 日生 る同四十年 東大政治 科卒業 東京電気 庶務課長 産業福 利協

会常務 理事 を経て 昭和十二年 五月現 職就任 宗 教浄土 宗 趣味読書 和歌俳 句

【家庭】妻純 子(明 二 二)鹿 児 島県長谷場源 四郎二女神戸 女学院卒 長男俊 仁

(大一〇)二 女智恵子(昭 元)」(谷 元二編 『昭和人 名辞 典 第1巻 東京篇」

日本図書セ ンター、1987年 、293ペ ー ジ)。

3全 日本産業安全連合会編著 「安全運動 のあゆみ」1963年 、 中央労働災害防止

協会編著 『日本 の安全衛生運動 五十年 の回顧 と展望 」1971年 、同 「安

全衛生運動史 労働保護か ら快適職場への七〇年 」1984年 、な ど。

4堀 口良一 「安全第一協会 につ いて」、近畿大学法学会 「近 畿大 学法学」第55巻
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第3号 、2007年12月 、参照。

5堀 口良一 「産業福利協会 につ いて 戦前 日本 における労資協 調 と労働安全

」、社会政策学会 『社会政策学会誌」第19号 、2008年3月 、参照。

6政 府 は総理府設置法 の改正 によ り産業災害 防止 対策審議会を1959年4月 に設

置(1967年3月31日 廃止)し たが、蒲生 は1964年3月31日 までの最初の5年 間、

委員を務めた(『職員録 昭和35年 版(上)」 大蔵省印刷局、1959年 、70ペ ー ジ;

『職員録 昭和36年 版(上)』 大蔵省印刷 局、1960年 、71ペ ー ジ;『職員録 昭和

37年 版(上)」 大蔵省印刷局、1961年 、74ペ ー ジ;『職員録 昭和38年 版(上)」

大蔵省印刷局、1962年 、75ペ ー ジ;『職員録1964上 」大蔵省印刷局、1963年 、

76ペ ージ)。辞令44は1963年 度 の産業災 害防止対策 審議会委員 への委嘱 の辞 令

であ る。そ して、 これに先立 って臨時産業災害 防止 懇談会が発足 し1958年

9月20日 、首相 は30名 の民 間人 に臨時産業災害 防止委員 を委 嘱発 令 し、同委員

が臨時産業災害防止懇談会 を構成 した(全 日本産業安 全連合 会編 集 ・発行 『安

全運動 のあゆみ」1963年 、238ペ ージ)、 おそ らく蒲生 もこの委 員の就任を

求め られた と考え られ る。 したが って、 昭和履歴書 の提 出先は、 資料で確認は

で きな いが、 同懇談会が産業災害 防止審議会 の準備 組織 であ ることと発足時期

か ら考えれ ば、同懇談会だ と推定す るのが 自然であ ろう。

7産 業福利協会 は1929年2月 か ら財 団法人 となる(前 掲 堀 口論文 「産業福利協

会 につ いて 戦前 日本 にお ける労資協調 と労働安全 」199ペ ー ジ、参照)。

文 献

大蔵省印刷局編集 ・発行 『職員録 昭和35年 版(上)』1959年 。

「職員録 昭和36年 版(上)」1960年 。

「職員録 昭和37年 版(上)」1961年 。

「職員録 昭和38年 版(上)」1962年 。

「職員録1964上 」1963年 。

全 日本産業安全連合会編集 ・発行 『安全運動のあゆみ』1963年 。

谷元二編 『昭和人名辞典 第1巻 東京篇」 日本 図書 セ ンター、1987年(原 著:

谷元二編 『大衆人事録 東京篇 第十四版」帝国秘密探偵社、1942年)。

中央労働災害防止協会編集 ・発行 『日本 の安全衛生運 動 五十年 の回顧 と展望

」1971年 。

「安全衛生運動史 労働保護 か ら快適職場へ の七〇年 」1984年 。

堀 口良一 「蒲生 俊文 と安 全運動」、近畿大学法学会 『近畿大学法学」第49巻 第2・

3号 、2002年 、127～163ペ ー ジ。

「安 全第一協 会について」、近畿大学法学会 『近 畿大学法学」第55巻 第3

号、2007年12月 、1～31ペ ー ジ。

「産 業 福 利 協 会 に つ い て 戦 前 日本 に お け る労 資 協 調 と労 働 安
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全 」、社会政策学会 「社会政策学会誌」第19号 、2008年3月 、197～216ペ ー

ジQ
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資料1履 歴書

凡例 ・履歴書 に印刷 されて いる罫線等は略 した。

・旧漢字を一部、改めた。

・改行 は原文の とお りに表記す るか、改行箇所を/で 示 した。

・加筆 された と推定 され る箇所 は{}内 に示 した。

・削除を示す取 り消 し線 は、すべて2本 線で示 した。

・堀 口による注記は 〔 〕内 または欄外 に示 した。

大正履歴書

履

歴

書
原
籍

現
住
所

岐
阜
縣
大
野
郡
高
山
町
大
字
三
町

九
百
弐
拾
弐
番
地
戸
主

(注
)

神
奈
川
縣
橘
樹
郡
川
崎
町
下
新
宿

拾
九
番
地蒲

生

俊

文

明
治
拾
六
年
四
月
九
日
生

学

歴

明
治
廿

一
年
四
月
茨
城
縣
下
妻
尋
常
小
學
校
二
入
學
ス

明
治
廿
五
年
四
月
茨
城
縣
龍
ヶ
崎
高
等
小
學
校
二
入
學
ス

明
治
廿
八
年
三
月
同
校
三
學
年
修
了
同
四
月
東
京
市
私
立
錦

マ

マ

マ

マ

城
中
学
校

二
入
学

ス

大正履歴書1枚 目右頁

注 この行の上方 に 「蒲生俊文」の押印があ る。
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明
治
計

一
年
九
月
山
形
縣
荘
内
中
學
校
四
学
年
二
韓
校
ス

明
治
計
三
年
三
月
同
校
ヲ
卒
業
ス

明
治
計
三
年
七
月
仙
毫
市
第
二
高
等
學
校
一
部
英
法
科

二
入
學
ス

明
治
計
⊥ハ年
七
月
同
校
ヲ
卒
業
ス

明
治
計
六
年
九
月
東
京
帝
国
大
學
法
科
大
學
政
治
学
科

二
入
學
ス

明
治
四
十
年
七
月
右
卒
業
ス

官

歴

明
治
四
十

一
年
三
月
任
統
監
府
属
兼
大
蔵
属
韓
国
政
府
度

支
部
事
務
嘱
托
ト
ナ
ル
大
蔵
省
主
税
局
勤
務

明
治
四
十
二
年

一
月
度
支
部
ノ
命
ニ
ヨ
リ
財
務
行
政
調
査
ノ
為
メ
ニ

大正履歴書1枚 目左頁
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東
京
横
濱
秦
野
大
坂
神
戸
ノ
諸
官
衙
及
不
動
産

銀
行
二
出
張
ス

明
治
四
十
二
年
五
月
依
願
解
嘱
托
辞
統
監
府
属
兼
大

蔵
属

{大
正
十
二
年

一
月

〔十
月
の
誤
り
〕

帝
都
復
興
院
事
ム
ヲ
嘱
託
ス

同
十
三
年
二
月
嘱
託
ヲ
解
ク
}
(注
)

民

業

歴

明
治
四
十
四
年
拾
弐
月
東
京
電
気
株
式
会
社
二
入
社
ス

大
正
二
年
二
月
工
業
部
庶
務
課
長
二
任
ス
工
業
部

長
秘
書
事
務
、
労
働
問
題
ノ
調
査
研
究
並
二
福

利
増
進
事
業
ノ
施
設
ヲ
鞍
掌
ス

{大
正
三
年
十
月
工
業
部
購
買
課
長
兼
庶
務
課
長
二
任
ズ
}

大
正
八
年
四
月
組
織
変
更
ト
共
二
秘
書
課
人
事
係
長

二
任
ジ
直
接
社
長
監
督
ノ
下
二
一
切
ノ
人
事
並
二
労

働
問
題
ノ
調
査
研
究
、
福
利
増
進
事
業
ノ
施
設

大正履歴書2枚 目右頁

注 この3行 は欄外(上 方)に 加筆 されてい る。
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蒲生俊文の履歴書および辞令

二
従
事

ス

大

正
十
年
九
月
重

役
直
属
従
業
者
福

利
係
長

ト
シ
テ

一
切
ノ
福

利
事
業
職

工

二
関

ス
ル

一
切
事
務
並

二
労

働
問
題

及
ビ
之

二
関
連

ス
ル

一
切
問
題
土
廿

キ

{ヲ
司
掌

シ
}
会
社
並

二

工
場
管
埋

{経

営
}

二
対

シ
助
言

ノ
責

二
任

ズ

{大

正
十

一
年
七
月
組
織
変
更

ト
共

二
総

務
部
福

利
課
長

二
任

ズ
職
責

元
ノ
如

シ
}

安
全
事
業
歴

大

正
四
年

月

{社
会

二
率
先

シ
テ
}
東
京
電
気
株
式
会
社
内

二
安
全

委

員
会

{制
度
}

ヲ
創

設

{
ス
}

、
日

…

心

ー
大

正
七
年

〔六
年

の
誤

記
〕

二
月
内

田
嘉
吉
氏
等

ト
安
全
第

一
協
会

ヲ
総
轄

シ
理
事

ト
シ
テ
専

ラ
其
衝

二
当
リ

{
且

ツ
}
雑
誌
安
全

第

一
ヲ
発

行

ス
及
曲
講

演

大正履歴書2枚 目左頁
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近畿大学法学 第58巻 第1号

大

正
八
年
五
月
文
部
省
教
育
博
物
館

ガ
災
害

防
止

展
覧
会
開
催

ノ
旨

ヲ
以
テ
同
館
長

ヨ
リ
助

力
方
申
越

ニ
ョ
リ
忠
告

ノ
任

二
当

リ
且
ツ
右
開

期
中

二
安
全
週

間

ノ
発
起

ヲ
為

シ
社
会
各
方
面

ノ
賛
助

ニ
ヨ
リ
日
本

二
最
初

ノ

安
全
週
間

ヲ
行

フ

大

正
八
年
七
月
中
央
災
害
防
止
協
会

設
立
ト
共

二

幹
事

ト
ナ
ル

大

正
九
年
十
月
神
奈

川
縣

工
場
懇
話
会
所
属

ノ
工
場

二
安
全

日
実

行
ノ
委

員
ト
シ
テ
立
案

施
設

二
当

ル

大

正
九

{十
}
年

三
月
東
京

工
場
懇
話
会
各

工
場

二
安
全

日
実
行
委

員
ト
シ
テ
墨

力

ス

大

正
十
年

四
月

ヨ
リ
協

調
会
社
会
政
策
講
習
所

大正履歴書3枚 目右頁
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蒲生俊文の履歴書および辞令

二
講
師
ト
シ
テ
災
害
予
防
ヲ
講
ズ
現
在
土
些
罪
ル

公

職

歴

大
正
八
年
八
月
橘
工
場
協
会
副
会
長
就
任

大
正
十
年
三
月

{財
団
法
人
}
協
調
会
事
務
嘱
托
ト
ナ
ル

(注
1
)

大
正
十
年
三
月
川
嵜
町
会
議
員
選
任

大
正
十
年
四
月
川
嵜
町
學
務
委
員
選
任

教

職

歴

大
正
十

一
年
四
月

{
ヨ
リ
}
明
治
大
学
講
師
ト
シ
テ
法
学
部

二
於
昌†
労
働
法

{講
坐
}
商
学
部

二
於
†

{工
}
場
管
理

講
坐
ヲ
捲
任
ス

(注
2
)

右
之
通
相
違
無
之
候
也

大
正
十
年
九
月

右

蒲

生

俊

文

大正履歴書3枚 目左頁

主1こ の1行 は、「大正十年四月 川嵜町学務委員選任」の次の行 に記載 され、矢

印で、 ここに挿入す るよう指示 されてい る。

主2こ の教職歴の部分4行 は末尾(「蒲生俊文」のあ と)に 記載 され、矢印で ここ

に挿入す るよう指示 されて いる。
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近畿大学法学

社会局履歴書

第58巻 第1号

位

勲

爵

博

士

府
縣
族
籍

生
年
月

日

原

籍

現

住

所

年
號・-

〔空
欄
〕

紙

蒲

生

俊

文

善

〔宛
工欄
〕

氏

〔宛
工欄
〕

名

明
治
十
六
年

四
月
九

日

岐
阜
縣
大

野
郡

高
山

町
大
字

三
町
九
百

二
十

二
番
地

〔空
欄
〕

月

日

任

免

賞

罰

事

故

、

、

、

Z

↓
山

ノ

ノ

{二
十

八
年

三
月
}

‡
十

五
生
・四
荊

茨
城
縣
龍

ヶ
崎

高
等
小
學
校
土
u人
學

珠

{
三
学
年
修

了
}

四
月

三
十

一
年
九
月

三
十
三
年
三
月

同
年

七
月

三
十
六
年
七
月

f

東
京
市
私
立
錦
城
中
學
校
二
入
學
ス

山
形
縣
荘
内
中
學
校
四
學
年
二
轄
校
ス

同
校
ヲ
卒
業
ス

仙
皇
市
第
二
高
等
學
校

一
部
英
法
科
二
入
學
ス

同
校
ヲ
卒
業
ス

官

衙

社会局履歴書1枚 目右頁
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蒲生俊文の履歴書および辞令

三
十
六
年
九
月

四
十
年

七
月

四
十

一
年

三
月

{四
十

一
年

三
月
}

(注

1
)四

十

二
年

一
月

同
年

五
月

(注

5
)四

十

四
年
十

二
月

大

正
二
年

二
月

東
京
帝
國
大
學
法
科
大
學
政
治
学
科
二
入
学
ス

同
校
ヲ
卒
業
ス

任
統
監
府
属

{在
官
ノ
儘
}
兼

{任
}
大
蔵
属

韓

国
疎

府

{
ノ
聰

用

二
慮
ズ

ル
件
許

可

ス
}

大
蔵
省
主

税
局
勤

務

度
支
部

ノ
命

ニ
ヨ
リ
財

務
行
政
調
査

ノ
為

二

東
京
横
濱
秦

野
大

坂
神

戸
ノ
諸
官

衙
及
不
動

産
銀
行

二
出

張

ス

依
願
解

{・マ
叶
}

嘱
託

・冒
解

吾

(
注
3
)

口

{度
支
部

嘱
托

ヲ
解

カ
レ
タ
ル

ニ
ツ
キ
当
然
廃
官
}

統
監
府
属
兼
大
蔵
属
聾

東
京
電
気
株
式
会
社
二
入
社
ス

工
業
部
庶
務
課
長
二
任
ス

工
業
部
庶
務
課
艮

{長
秘
書
事
務
}
二
労
働
問
題
ノ
調
査
研
究

並
二
福
利
増
進
事
業
ノ
施
設
ヲ
鞍
掌

{鞍
掌
}
ス

統
監
府

大
蔵
省

度
支
部

(
注
2
)

度
支
部

(
注
4
)

統
監
府

社会局履歴書1枚 目左頁

主1

主2

主3

主4

主5

欄外 に 「辞令文 ノ通 リ訂正 ノ/≠ 要共 コ ト」 と注記 されてい る。

ここには 「官衙名記入 ヲノコ ト/要 芙」 と注記 されてい る。

「依願マ叶嘱託 暑解 薯」 は 「依願 シテ嘱託 ヲ解 ク」を意味す る。

ここには 「官衙名記入 ノコ ト」 と注記 されて いる。

欄外 に 「辞令文 ノ通 リ訂正 ノ/≠ 要共 コ ト」 と注記 されてい る。

109



近畿大学法学 第58巻 第1号

三
年

十
月

四
年

七
年

〔六
年
〕

二
月

八
年

四
月

八
年

五
月

工
業
部
購
買

課
長
兼
庶
務

課
長

二
任

ス

社
会

二
卒
先

シ
テ
東
京
電
気
株
式
会
社
内

二

安
全
委

員
会

ヲ
創

設

ス

内

田
嘉
吉

氏
等

ト
安
全
第

一
協
会

ヲ
総

轄

シ
理
事

ト
シ
テ
専

ラ
其
衝

二
當

リ
雑

誌
安
全

第

一
ヲ
獲

行

ス

組
織
攣
更

ト
共

二
秘
書

課
人
事
係
長

二
任
シ
直
接

社
長
監
督

ノ
下

二

一
切
ノ
人
事
並
労
働

問
題

ノ

調
査
研
究
福

利
増
進
事
業

ノ
施

設

二
従
事

ス

文
部
省
教
育
博
物
館

ガ
災
害
防
止

展
覧
會

開
催

ノ
旨

ヲ
以
テ
同
館
長

ヨ
リ
助

力
方
申
越

ニ
ョ
リ

忠
告

ノ
任

二
當

リ
且
ツ
右

開
期
中

二
安
全
週

間

ノ
護
起

ヲ
為

シ
社
會
各
方
面

ノ
賛

助

ニ
ヨ
リ
日
本

二

最
初

ノ
安
全
週

間

ヲ
行

フ

社会局履歴書2枚 目右頁
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蒲生俊文の履歴書および辞令

八
年

九
年

十 八 七
月 月 月

 

(
注
)

十
年

三
月

同
年

同
月

同
年

同
月

同
年

四
月

同
年

同
月

同
年

九
月

中
央
災
害
防
止
協
會
設
立
ト
共
二
之
ガ
幹
事
ト
ナ
ル

橘
工
場
協
會
副
會
長
就
任

神
奈
川
縣
工
場
懇
話
會
所
属
ノ
工
場
二
安
全

日
實
行
ノ
委
員
ト
シ
テ
之
力
立
案
施
設
二
當
ル

本
會
事
務
ヲ
嘱
託
ス

{協
調
会
事
務
嘱
託
}

欄
澗
鉱
人

東
京
工
場
懇
話
會

{所
属
ノ
}
各
工
場
二
安
全
日
實
行
委
員

ト
シ
テ
之
ガ
立
案
施
設
二
當
ル

川
崎
町
町
會
議
員
選
任

川
崎
町
學
務
委
員
選
任

協
調
會
社
會
政
策
講
習
所
二
講
師
ト
シ
テ
災
害

豫
防
ヲ
講
ス

重
役
直
属
従
業
者
福
利
係
長
ト
シ
テ
一
切
ノ
福
利

事
業
職
工
二
関
ス
ル
一
切
事
務
並
労
働
問
題
並

{及
}
之

二
関
連
ス
ル
一
切
問
題
ヲ
司
掌
シ
會
社
並
工
場
管

社会局履歴書2枚 目左頁

注 欄外 に 「辞令文 ノ通 リ記入 ノコ ト」 と注記 されてい る。
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近畿大学法学 第58巻 第1号

十

一
年

四
月

十
二
年

七
月

{十

荘

牛
十

一
月

(
注
1
)

十
月

十
三
年

二
月

三
月
十
日

〔以
下
余
白
〕

理
二
関
シ
助
言
ノ
責
二
任
ス

明
治
大
學
講
師
ト
シ
テ
法
學
部
二
労
働
法
講
座

商
學
部
ニ
工
場
管
理
講
座
ヲ
推
任
ス

東
京
電
気
株
式
會
社
組
織
攣
更
ト
共
二
総
務
部

福

利
課
長

二
任

ス
職
責
元

ノ
如

シ

申
出

二
依

リ
解
傭
珠

職

ス
}

{帝
都
復
興
院
事

務

ヲ
嘱
託

ス
}

(
注
2
)

{月
手

当
金
武
百

円

ヲ
給

ス
}

嘱
託

ヲ
解

ク

(
注
4
)

第

一
部
事

務
取
扱

ヲ
嘱
託

ス

月
手
當

百
圓
給
與

監
督

課
勤

務

ヲ
命

ス

帝
都
復
興
院

(注

3
)

帝
都
復
興
院

(
注
5
)

社
會
局

同第

一
部

社会局履歴書3枚 目右頁

注1

注2

注3

注4

注5

欄外の 「辞令文 ノ通 リ記/入 ノコ ト」 と注記 されてい る。

この加筆部分 には当初 「(帝都復興院事務嘱託)」 と注記 されていた。

「官衙名/記 入 ノコ ト」 と注記 されてい る。

ここに 「(嘱託 ヲ解 ク)?」 と注記 されてい る。

注3と 一括 して同 じ注記がな されてい る。
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蒲生俊文の履歴書および辞令

昭和履歴書

履

歴

書

原

籍

東
京
都
杉
並
区
馬
橋

一
丁
目
九
番
地

現
住
所

同
前

蒲

生

俊

文

明
治
十
六
年
四
月
九
日
生

学

歴

明
治
四
十
年
七
月
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
政
治
学
科
卒
業

業

歴

明
治
四
十
四
年
東
京
電
気
株
式
會
社
工
業
部
庶
務
課
長

大
正
三
年
同
社
内
二
安
全
運
動
ヲ
創
設
ス

大
正
四
年
始
メ
テ
工
場
安
全
委
員
会
ヲ
組
織
ス

大
正
六
年
安
全
第

一
協
会
ヲ
組
織
シ
理
事
ト
シ
テ

「安
全
第

一
」
ヲ
発
行
、
安
全

運
動
ノ
社
会
化
二
努
力
ス

昭和履歴書1枚 目右頁
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近畿大学法学 第58巻 第1号

大

正
八
年
東
京
市

及
隣
接

町
村

ヲ
区
域

ト
シ
テ
始
メ
テ
安
全
週

間
運
動

ヲ
行

フ
、
此
時
緑
十
字
安
全

マ
ー
ク
ヲ
定

ム

大

正
九
年
神
奈

川
県

工
場
懇
話
会

ノ
委

嘱

ニ
ヨ
リ
委

員
長

ト
シ
テ
工
場
安
全

デ

ー

ヲ
立
案
指
導

ス

同
年

財
團
法
人
協

調
会
社
会
政
策
講
習
所

二

「災
害
豫
防
」

ヲ
講
ズ

大

正
十

一
年

四
月

ヨ
リ

(
昭
和
廿

二
年

三
月

マ
デ
)

明
治
大
学

二

「労
働
保
護
法
規
」

管

理
」

「
工
場
管

理
」

ノ
講
座

を
担
当

ス

大

正
十

三
年
東
京
電
気
株
式
会
社

ヲ
辞

ス

大

正
十

四
年
内
務
省
社
会
局

嘱
託

ト
シ
テ
財
團
法
人
産
業
福

利
協
会
常

務

理
事
就

任

安
全

運
動
並
産
業
福

利
施
設
指
導

昭
和

三
年

一
道

三
府

二
十

一
縣
連
合
安
全
週

間
ノ
立
案
及

ビ
趣
旨
宣
布

ノ
為

メ
各
府
縣

ヲ
巡

回

ス
、
此
際
緑
十
字

ヲ
全
国
安
全

マ
ー
ク
ト
決
定

昭
和

四
年
全

国
安
全
週

間
ノ
立
案
指
導

二
当
ル

「労
働

昭和履歴書1枚 目左頁
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蒲生俊文の履歴書および辞令

昭
和
十

一
年
財
團
法
人
協

調
会

ト
財

團
法
人
産
業
福

利
協
会

ト
合

併
、
安
全

運
動
並

一
般
福

利
施

設

ヲ
総
括

ス

昭
和
十

二
年
右
協

調
会
常
務

理
事
産
業
福

利
部
長
就
任

{
(追
加
)
米

国
ノ
例

二
働

ヒ
全
国
安
全
大
会

ヲ
開
催

ス
}

(
注
)

昭
和
十
六
年
大

日
本
産
業
報

国
会

ト
産
業
福
利
部

ト
合
併
、
安
全

部
長

ト
シ
テ
勤

務
、
次
デ
中
央
本
部

理
事

ト
ナ
ル

終
戦
後
産
報
会

理
事

タ
リ
シ
所

以
ヲ
以
テ
追
放

サ
レ
タ
ル
モ
宛

モ
G
H
Q
内

二
労

働
顧
問
委

員
会
組
織

サ
レ
タ
ル

ニ
際

シ
同
会

ノ
依

嘱

ニ
ョ
リ
特

別
労
働
顧

問

ト
シ
テ
勤
務
妹

シ
タ
リ

マ

マ

目
下
全
国
産
業
安
全
連
合
会
顧
問
、
名
与
会

員
、

日
本
安
全

衛
生
協
会

会
長
、

日
本
安
全
研
究
所

々
長
就

任

海

外

関

係

昭
和

二
年
国
際
労
働
総
会

二
際

シ
委

員
附

ト
シ
テ
渡
欧

シ
専

ラ
欧
米
各

国
ノ
安
全

衛
生
博
物
館

ヲ
調
査

シ
且
ツ
米
国
全
国
安
全
大
会

二
出
席

ス

昭和履歴書2枚 目右頁

注 この加筆部 分 にある全国安全大 会の開催年 は 「昭和十二年」(1937年)で はな

く、正 しくは昭和7年(1932年)で あ る。西暦和暦の換算間違いであ ろう。
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其
後
世
界
各
国

ノ
協

力

ヲ
図
リ
米

国
キ
ヤ
メ

ロ
ン
氏
ヲ
通

ジ
テ
世
界
安
全
会
議

ヲ
発
起
賛
成

ノ
下

二
成
立
、
第

一
回

ヲ
ア
ム

ス
テ
ル
ダ

ム

ニ
於

テ
行

ヒ
第

二
回
ヲ
イ
タ
リ
ー

二
於

テ
行

フ
ベ
キ

ニ
当
リ
大
戦
突
発

シ
タ
リ

戦
後
再

ビ
各
国

ノ
協

力

ヲ
図
リ
各

国
主

要
安
全
團
体

ト
連
絡

シ
タ
ル
結
果

昭
和

三
十
年
六
月
欧

州
安
全
連
合
会
創

設
サ
ル

昭
和
計

三
年
十
月
米
国
全
国
安
全
大
会

二
招

カ
レ
且
ツ
産
業

衛
生
専
門
視
察
團

二

参
加

シ
渡
米

ス
賞
罰

昭
和
十
五
年

明
治
大
学
六
十
周
年
記
念
式

二
際

シ
永
年
勤
績

二
付
表
彰

サ
ル

昭
和

廿
五
年

{七
月
}
労
働
大
臣

ヨ
リ
安
全
運
動

ノ
先
覚
者

ト
シ
テ
表
彰

サ
ル

昭
和
計

二
年
十

一
月
産
業
安
全
運
動
創
始
、
普

及
指
導

二
付
藍
綬
褒
章
授
与

右

ノ
通
相
違

ア
リ

マ
セ
ン

昭
和
計
三
年
九
月
三
日

(注
)

右

蒲

生

俊

文

昭和履歴書2枚 目右頁

注 「九月三 日」 は 「三」の一・番下 の横線 に短 い縦線 が入 ってい るため、「九月二十

日」 とも読め る。
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蒲生俊文の履歴書および辞令

資料2辞 令

凡例 ・辞令 に印刷 されてい る罫線等 は略 した。

・辞令 の用紙 は、すべ て長方形 であ り、横 が長 い もの と縦が長い ものがあ

る。 ここで は横長 と縦長 の区別 にと どめ、用紙 の大き さの区別は してい

ない。

・改行 は原文の とお りに表記 した。

・旧漢字を一部、改めた。

・辞令 にあ る押印 は注で補足 した。

・堀 口による注記 は辞令の右側 に示 した。

明
治
四
十

一
年
三
月
二

日

給
五
級
俸

任
東
京
市
事
務
員

蒲
生
俊
文

辞令1

「東京市参事会」の押印あ

り。
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東
京
市
役
所

明
治
四
十

一
年

三
月

二
日

勧
業
課
勤
務
ヲ
命
ス

事
務
員
蒲
生
俊
文

辞 令2

明
治
四
十

一
年

三
月
十

三
日

任
統
監
府
属

蒲
生
俊
文

辞令3

「統監府印」の押印 あり。
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蒲生俊文の履歴書および辞令

統

監

府

明
治
四
十

一
年

三
月
十

三
日

五
級
俸
下
賜

統
監
府
属
蒲
生
俊
文

辞令4

明
治
四
十

一
年
三
月
十
三

日

兼
任
大
蔵
属

統
監
府
属
蒲
生
俊
文

辞令5

「大蔵省印」の押印 あり。
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辞 令6

「副統 監印」 の押印あ り。

統
監
府
属
兼
大
蔵
属
蒲
生
俊
文

在
官
ノ
儘
韓
国
政
府
ノ
聰
用
二
応
シ
蚊

同
政
府
ヨ
リ
給
与
ヲ
受
ク
ル
件
許
可
ス

明
治
四
十

一
年
三
月
十
三
日

統
監
代
理

副
統
監
子
爵
曽
禰
荒
助

辞令7

東
京
市
事
務
員
蒲
生
俊
文

依
願
免
事
務
員

明
治
四
十

一
年
三
月
廿
八
日

東
京
市
参
事
会
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蒲生俊文の履歴書および辞令

大

蔵

省

明
治
四
十

一
年

四
月
十

一
日

主

税
局
勤
務

ヲ
命

ス

大
蔵
属
蒲
生
俊
文

辞令8

度

支

区立ロ

隆
煕
三
年
五
月
十
八
日

依
願
マ
叶
嘱
託
含
解
喜

嘱
託
蒲
生
俊
文

辞令9

「度支部印」の押印あ り。「依願 マ叶

嘱託 含解 書」の意味は 「依願 シテ嘱託

ヲ解 ク」であ る。

「隆煕」は大韓帝国の元号で、「隆煕

三年」 は1908年 であ る。
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辞令10

「東京電気株式会社印」の

押印あ り。

辞令11

「東京電気株式会社印」の

押印あ り。

近畿大学法学 第58巻 第1号

法
学
士

蒲
生
俊
文

本
会
社
書
記
二
採
用
ス

但
月
給
金
五
十
円
支
給

明
治
四
十
四
年
十
二
月
廿
三
日

東
京
電
気
株
式
会
社

書
記

蒲
生
俊
文

庶

務
掛

ヲ
命

ス

明
治
四
十
四
年
十
二
月
廿
三
日

東
京
電
気
株
式
会
社
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蒲生俊文の履歴書および辞令

東
京
電
気
株
式
会
社

大

正
二
年

二
月
十

二
日

庶

務
課
長

ヲ
命

ス 蒲
生
俊
文

辞令12

「東京電気株式会社印」の

押印あ り。

東
京
電
気
株
式
会
社

大

正
二
年

八
月

一
日

自
今
月
給
金
六
拾
五
円

支
給
ス

書
記

蒲
生
俊
文

辞令13

「東京電気株式会社印」の

押印あ り。
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東
京
電
気
株
式
会
社

大

正
二
年
十

二
月

一
日

自
今
年
俸
金
壼
千
円

支
給
ス

書
記

蒲
生
俊
文

辞令14

「東京電気株式会社印」の

押印あ り。

東
京
電
気
株
式
会
社

大
正
三
年
十
月
十
六
日

工
業
部
庶
務
課
長
ヲ
免
ス

書
記

蒲
生
俊
文

辞令15

「東京電気株式会社印」の

押印あ り。

124



蒲生俊文の履歴書および辞令

東
京
電
気
株
式
会
社

大
正
三
年
十
月
十
六
日

工
業
部
購
買
課
長
ヲ
命
ス

書
記

蒲
生
俊
文

辞令16

「東京電気株式会社印」の

押印あ り。

東
京
電
気
株
式
会
社

大
正
三
年
十
月
十
六
日

工
業
部
庶
務
課
長
兼
務
ヲ
命
ス

書
記

蒲
生
俊
文

辞令17

「東京電気株式会社印」の

押印あ り。
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東
京
電
気
株
式
会
社

大

正
四
年
十

二
月

一
日

自
今
年
俸
金
壼
千
壼
百
円

支
給
ス

書
記

蒲
生
俊
文

辞令18

「東京電気株式会社印」の

押印あ り。

東
京
電
気
株
式
会
社

大

正
⊥
ハ
年
十

二
月

一
日

自
今
年
俸
金
壼
千
弐
百
五
拾
円

支
給
ス

書
記

蒲
生
俊
文

辞令19

「東京電気株式会社印」の

押印あ り。
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蒲生俊文の履歴書および辞令

東
京
電
気
株
式
会
社

大

正
七
年
十

二
月

一
日

秘
書
課
人
事
係
長
ヲ

命
ス

書
記

蒲
生
俊
文

辞令20

「東京電気株式会社印」の

押印あ り。

東
京
電
気
株
式
会
社

大

正
七
年
十

二
月

一
日

自
今
年
俸
金
壼
千
四
百
参
拾
円

支
給
ス

書
記

蒲
生
俊
文

辞令21

「東京電気株式会社印」の

押印あ り。
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大
正
十
年

焔 月協 一

日
調

会

本
会
事
務
ヲ
嘱
託
ス

蒲
生
俊
文
氏

辞 令22

「財団法人協調 会」の押印あ り。

東
京
電
気
株
式
会
社

大

正
十
年
九
月

一
日

自
今
年
俸
金
壼
千
八
百
五
拾
円

支
給
ス

書
記

蒲
生
俊
文

辞令23

「東京電気株式会社印」の

押印あ り。
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蒲生俊文の履歴書および辞令

辞令24

蒲
生
俊
文

帝
都
復
興
院
事
務
ヲ
嘱
託
ス

月
手
当
金
弐
百
円
ヲ
支
給
ス

大
正
十
二
年
十
月
五
日

帝
都
復
興
院

辞令25

「東京電気株式会社印」の押印あ り。

社
員

蒲

生

俊

文

申
出

二
依

リ
解
職

ス

大
正
拾
弐
年
拾
壼
月
参
拾
日

東
京
電
気
株
式
会
社
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辞 令26

「財団法人協調 会」の押印あ り。

蒲

生

俊

文

当
社
総

務
部

ノ
事

務

ヲ
嘱
托

ス

但
其

期
間
ヲ
大

正
拾
参
年
参
月
末

日
迄

ト
シ
其

期
間
分

金

六
百

円

ヲ
支
給

大
正
拾
弐
年
拾
弐
月
壼
日

東
京
電
気
株
式
会
社

辞 令27

嘱
託

ヲ
解

ク

帝
都
復
興
院
事
務
嘱
託
蒲
生
俊
文

大
正
十
三
年
二
月
廿
三
日

帝

都

復

興

院
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蒲生俊文の履歴書および辞令

辞 令28

蒲

生

俊

第

一
部
事
務
取
扱
ヲ
嘱
託
ス

月
手
当
百
円
給
与

大
正
十
三
年
三
月
十
日社

会

局

文

辞 令29

蒲

生

俊

文

本
会
幹
事
ヲ
嘱
託
ス

大
正
十
四
年
十

一
月
二
十
六
日

産
業
福
利
協
会
会
長
長
岡
隆
一
郎
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辞 令30

辞 令31

近畿大学法学 第58巻 第1号

手

当
ト
シ
テ
月
五
拾

円
給
与

昭
和
二
年
三
月
三
十

一
日

幹
事

蒲
生
俊
文

産

業

福

利

協

会

蒲

生

俊

文

本
会
理
事
兼
幹
事
ヲ
依
嘱
ス

昭
和
二
年
五
月
四
日

産
業
福
利
協
会
々
長
長
岡
隆

一
郎
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蒲生俊文の履歴書および辞令

辞 令32

辞 令33

「財団法人 協調会」の押印あ り。

 

常
務
理
事

蒲
生
俊
文

事
務
勉
励
二
付
金
五
百
四
拾
円

賞
与

昭
和
五
年
十
二
月
十
八
日

嫡
産
業
福
利
協
会

産
業
福
利
部
副
部
長
ヲ
命
ス

参
事

蒲
生
俊
文

昭
和
十

一
年

三
月

三
十

一
日

嫡
協

調

会
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昭
和
十

蠕 年協
三
旦調
二
十

A_云

日

参
事
ヲ
命
ス

年
俸
金
弐
千
八
百
円
給
与

蒲
生
俊
文

辞 令34

「財団法人協調 会」の押印あ り。

昭
和
十

一
年
七
月
十
日

焔
協

調

会

産
業
福
利
部
長
代
理
ヲ
命
ス 参

事

蒲
生
俊
文

辞 令35

「財団法人 協調 会」の押印あ り。
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蒲生俊文の履歴書および辞令

参
事

蒲
生
俊
文

産
業
福

利
部
委

員
ヲ
命

ス

昭
和
十

一
年
十
月

一
日

嫡
協

調

会

辞 令36

「財団法人協調会」の押印あ り。

昭
和

±

嫡 年協
三
旦調
二
十

A_云

日

産
業
福
利
部
長
ヲ
命
ス

年
俸
参
千
円
給
与

参
事

蒲
生
俊
文

辞 令37

「財団法人 協調会」の押印あ り。

135



近畿大学法学 第58巻 第1号

評
議

員
ヲ
嘱
託

ス

常
議

員
ヲ
嘱
託

ス

理
事

ヲ
嘱
託

ス

昭
和
十
二
年
四
月
三
十
日

焔
協
調
会
会
長
公
爵
徳
川
家
達

蒲
生
俊
文
氏

辞 令38

「財団法人協調 会会長 」の押印あ り。

鷺
協
調
会
会
長
公
爵
徳
川
家
達

昭
和
十
二
年
四
月
三
十
日

常

務
理
事

二
選
任

ス

理
事

蒲
生
俊
文

辞 令39

「財団法人 協調 会会長 」の押印あ り。
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蒲生俊文の履歴書および辞令

辞令40

「財 団法人協 調会」 の押 印あ り。な

お、産業福利部長 は同年3月31日 に任

命 されて いる(辞 令37参 照)の で、1

か月後 に再度、任命 された理 由は明 ら

かでない。

 

産
業
福
利
部
長
ヲ
命
ス

常
務
理
事

蒲
生
俊
文

昭
和
十
二
年
四
月
三
十
日

嫡
協

調

会

辞令41

「大 日本産業報 国会長 之 印」 の押 印

あ り。

蒲

生

俊

文

大
日
本
産
業
報
国
会
中
央
本
部
事
務
局

労
務
局
安
全
部
長
ヲ
命
ス

年
俸
四
千
八
百
円
ヲ
給
ス

昭
和
十
六
年
三
月
三
十

一
日

大
日
本
産
業
報
国
会
長
平
生
釧
三
郎
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辞令42

「大 日本 産業報 国会長 之 印」 の押 印

あ り。

辞令43

「大 日本 産業報 国会長 之 印」 の押 印

あ り。

近畿大学法学 第58巻 第1号

蒲

生

俊

文

殿

安
全
委
員
会
委
員
ヲ
委
嘱
ス

昭
和
十
六
年
九
月
四
日

大
日
本
産
業
報
国
会
長
平
生
釧
三
郎

蒲

生

俊

文

大
日
本
産
業
報
国
会
理
事
ヲ
委
嘱
ス

昭
和
十
六
年
十
二
月
六
日

大
日
本
産
業
報
国
会
長
平
生
釧
三
郎
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蒲生俊文の履歴書および辞令

内
閣
総
理
大
臣
池
田
勇
人

昭
和
三
十
八
年
六
月
十
四
日

産
業
災
害
防
止
対
策
審
議
会
委
員
に
任
命
す
る

蒲
生
俊
文

辞令44

「内閣総理大 臣之 印」の押

印あ り。

謝 辞
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